
時間貸し駐車場を運営する中で悩ましい問題の一つに“放置車両”があります。 

文字通り、車を駐車場に放置（遺棄）されることです。 

放置する理由は様々なのだろうと思います。最初から放置する（捨てる）つもりであれば、道端にで

も捨て置けば済みます。 

ほとんどの方は“普通”に駐車して、その後なんらかのご事情で放置せざるを得ない状況になったの

だろうと想像します。 

とはいえ、われわれ駐車場事業者からすれば、迷惑この上ない事態であります。 

りんりかん 

  

新規開業のお知らせ 

 

２０１９．４．１ 

令和 2 年 11 月以降に開業したコインパーキングのご紹介です。 

 

ラッキーパーキング丸の内 1 丁目② 
 

所在地 名古屋市中区丸の内 1 丁目 10 番 6 

収容台数 7 台 

営業時間 24 時間営業 

方式 ロックレス式 

車両制限 長さ 4.8m 幅 1.9m  

高さ 2.1m 重量 2.5t 

EV・PHV 充電設備 有り 

緊急連絡先 050-3506-4721 

 

２０１９．６．１ 

株式会社 日本駐車場サービス 

ＪＰＳニュースレター 

 

弊社の最新情報はコチラをご覧ください→https://lucky-parking.com 

長期駐車や不法放置車両等について 

 

 

Vol.39 
 ２０２１．０３．０１ 

 

ラッキーパーキング当知 3 丁目② 
 

所在地 名古屋市港区当知 3丁目 3403番 

収容台数 13 台 

営業時間 24 時間営業 

方式 前払いチケット式 

車両制限 長さ 4.8m 幅 1.9m  

高さ 2.1m 重量 2.5t 

EV・PHV 充電設備 有り 

緊急連絡先 0570-666-515 

 



放置する方が悪いとはいえ、他社の財産を好き勝手に処分することは出来ません。 

そういう駐車場事業者からの要望にこたえる形で、平成 17 年に国土交通省から長期滞留車両対策

として、“駐車場管理規定例”と“車両処分フロー（図）”が示されました。 

右図がそのフロー図です。 

原則としてこの流れに沿って処分 

手続きを進めます。 

現場での実際の業務のフローとし 

ては、警察に連絡を取り、盗難車 

両か否かを確認します。盗難車 

両の場合は警察が引き取ってく 

れます。（割とあります） 

次は公的機関等で所有者を調べ、 

実際に連絡をとります。（ご自宅 

に訪問する場合などもあります） 

その上で撤去のお願いをします。 

問題は、盗難車両でもなく、所有 

者も不明の場合です。 

連絡と告知（郵便や貼り紙など） 

を数回、一定期間行い、そののち 

に処分することとなります。 

実際的には、そのようなことをし 

て下さる専門業者さんに一括で委託するケースがほとんどです。 

コロナ禍で景気が著しく落ち込む中、そのような放置車両、長期駐車車両が少し増えてきているよう

に思われます。 

われわれ駐車場事業者を悩ます“放置車両問題”新型コロナとともに一日も早く収束＆消滅してくれ

ることを願うばかりです。 

 

低環境負荷のモビリティーサービスをご提供することで社会に貢献いたします。 

株式会社 日本駐車場サービス 
https://lucky-parking.com 

本社 

大阪 

 
仙台 

 
名古屋 

〒541-0046  大阪市中央区平野町 2 丁目 1 番 14 号 

TEL 06-6233-5552  ＦＡＸ 06-6233-5553 

〒460-0003  名古屋市中区錦 3 丁目 1 番 30 号 

TEL 052-209-9513  ＦＡＸ 052-209-9514 

〒980-0021  仙台市青葉区中央 4 丁目 7 番 25 号 

TEL 022-217-6961  ＦＡＸ 022-217-6962 


